
 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

小学校さくらんぼ学級    中学校ひまわり学級 

 

  

豊中市立桜井谷小学校 

〒560-0055 大阪府豊中市柴原町 3-11-1 

        電話   06-6841-0025 

        ＦＡＸ   06-6857-4935 

   

豊中市立第十三中学校 

        〒560-0055  大阪府豊中市柴原町 2-14-1 

                電話   06-6843-7061・7062 

                      ＦＡＸ   06-6857-4997 

 

市立豊中病院 院内学級 

 〒560-8565  大阪府豊中市柴原町 4-14-1 

                 電話・ＦＡＸ 06-6858-3605（直通） 

 

 

 



市立豊中病院 院内学級について 

Ｑ１ 院内学級とは？ 

 入院中の児童・生徒が学校の学習内容を学習できるところです。 

 小学校は平成 9 年（1997 年）、豊中市立桜井谷小学校の学級として、中学校は 

平成１４年(2002 年)、豊中市立第十三中学校の学級として、市立豊中病院内に 

設置されました。 

Ｑ２ 院内学級にはどうしたら入れるの？ 

 豊中病院に入院中の生徒で、主治医の許可が出た人なら、だれでも院内学級で学習でき

ます。  

 入院していて 1 週間（授業日５日）以上院内学級に通う場合は、原則として、豊中市立

桜井谷小学校または豊中市立第十三中学校に転籍していただきます。手続きは一般の転

校と比べてずっと簡単にできます。 

Ｑ３ 院内学級ではどんなことをするの？ 

 退院して、元の学校にもどったとき、授業に遅れていて困ったりしないように、学習を

進めていきます。  

 通常の学校と同じように学習を進めます。その上、一人ひとりの進度に合わせた学習を

することができます。  

 学習だけでなく、小学生と中学生が一緒に、楽しい活動や行事などもして、心や身体を

癒しながら、病気回復に役立つよう過ごしています。 

 院内学級では、本人の病状や体調を第一にして、それに合わせて学習を進めていきます。

しんどいときや、病状により院内学級に来ることが出来ないときは、先生が病室まで行

き、ベッドサイド学習をして、自分のペースで学習を進めることが出来ます。  

院内学級への入級・退級の手続き 

 手続きは簡単です！！  

保護者の負担を軽減するため、教育委員会に行くなどの手続きは基本的に不要と 

なっています。  

 

入級・退級手続き  

院内学級に備えてある、所定の用紙に必要事項(住所、名前など)を記入・捺印し

て、院内学級担任または担当の看護師に渡してください。 



■ 教育目標 

・ 健康回復を図るため、自ら日常の諸活動について配慮する力をつける。 

・ 主体的に自分の課題に取り組み、自ら判断する力を育てる。 

・ 豊かに表現し、考える力を育てる。 

 

■ 1 日の生活 

午前      9:00～ 9:30 健康観察 

         9:30～12:00 授業 

午後 小学校 12:00～13:00 昼食、休憩 

13:00～14:30 授業・ベッドサイド学習 

    中学校 12:00～13:00 昼食、休憩 

13:00～15:00 授業 

※状況に応じて変更する場合があります。     

 

■ 1 年間の行事 

2 学期   院内学級行事  

12 月    クリスマス 

    ※他には始業式・終業式など 

 

 

■ 院内学級に来るとき 

・ 院内学級に来るときは、パジャマを服に着替えて来ましょう。また、マスクを忘れ

ないようにしましょう。 

・ 教室に必要なものは、今まで通っていた学校と同じものです。 

・ 入浴、検査、治療、採血、検尿、検温、リハビリなどがある場合には、それを優先

します。 

・ 「学習＆連絡ファイル」をお渡ししますので、 

保護者の方は、毎日ご確認ください。 


